
認知症共同生活介護事業（介護予防含む）

2019.10.1現在

●入居費用

入居一時金 ¥150,000

月額利用料 （月額） ¥60,000

（30/月の場合） ¥36,000

（月額） ¥38,000

その他費用 医療費、薬局代、理・美容、嗜好品、紙おむつ、パッド等は、実費負担となっております。

●介護保険　利用者負担額　厚生労働省の定める基準額（１割・２割・３割）
基本 ※30日/月の場合 金額は、単位数×10.27(仙台市６級地>で算出

介護度 負担率 利用者負担額/日 日数/月 月額利用者負担額

１割 ¥766 30 ¥22,980

２割 ¥1,531 30 ¥45,930

３割 ¥2,296 30 ¥68,880

１割 ¥770 30 ¥23,100

２割 ¥1,539 30 ¥46,170

３割 ¥2,308 30 ¥69,240

１割 ¥806 30 ¥24,180

２割 ¥1,611 30 ¥48,330

３割 ¥2,416 30 ¥72,480

１割 ¥830 30 ¥24,900

２割 ¥1,660 30 ¥49,800

３割 ¥2,490 30 ¥74,700

１割 ¥847 30 ¥25,410

２割 ¥1,693 30 ¥50,790

３割 ¥2,539 30 ¥76,170

１割 ¥863 30 ¥25,890

２割 ¥1,726 30 ¥51,780

３割 ¥2,588 30 ¥77,640

各種加算 ※30日/月の場合 金額は、単位数×10.27(仙台市６級地>で算出

種類 負担率 利用者負担額/日 日数/月 月額利用者負担額

１割 ¥31 30 ¥930
２割 ¥62 30 ¥1,860
３割 ¥93 30 ¥2,790

別途加算 認知症対応処遇改善加算Ⅰが加わります。
（上記、介護保険　利用者負担額1ヶ月の合計金額に、１１．１％相当の加算）
認知症対応特定処遇改善加算Ⅱが加わります。
（上記、介護保険　利用者負担額1ヶ月の合計金額に、２．３％相当の加算）

(例)　要介護Ⅰ（３０日）の１割負担の月利用料金(小数点の計算で若干の差異が生じることがあります）

合計 ＝ 月額利用料＋介護保険（基本＋各種加算）＋認知症対応処遇改善加算Ⅰ

¥161,195 ＝ 135,000＋（23,070+30）＋2,564+531

暖房費として冬期11月から3月まで毎月4,000円負担いただきます。

株式会社エムズ　グループホームエムズ赤坂   利用料金表

敷金

家賃
※　月の途中の入・退去の場合
　家賃・光熱費につきましては
　日割り計算となります

食材料費

水道・光熱費

¥8,298

介護サービス費/日

要支援２

¥7,651

¥7,651

¥7,651

要介護１

¥7,692

¥7,692

¥7,692

¥8,626

¥8,626

¥8,626

要介護２

¥8,051

¥8,051

¥8,051

要介護３

¥8,298

¥8,298

介護サービス費/日

初期加算
（入居日から３０日

間のみ）

¥308
¥308
¥308

要介護４

¥8,462

¥8,462

¥8,462

要介護５


